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｢携帯端末向けマルチメディア放送サー ビス等の在 り方に関する懇談套報告

書｣(莱)に関し､別紙のとおり意見を提出します｡

注 1 法人又は団体にあっては､その名称及び代表者の氏名を記載すること｡

注2 用紙の大きさは､日本工業規格 A列4番とすること｡別紙にはページ番号

を記載すること｡



意見要旨 

1. 各国でマルチメディア放送の事業展開が順調でない理由の一つに ｢チャネル数｣が少

ないことが挙げられているが､これは実際に放送されているチャンネル数 (番組数)

のことではないか｡ 

2. IDBT､IDBT方式､IDBT系などの語法が混在し､文脈から､IIちT (S - S - S - S)- ワンセ

グ)のことなのか､S〕-s S T ID】】TIIBTbや IDB･mnを含めているのかが分かりにくい｡S ･ 

とIS)-mmは異なる技術であり､明確に区別されるようにそれぞれの箇所で書き分IBT

けていただきたい. 

3. 既存の携帯端末向け情報配信サービスとの関連性を厳格に要求すると事業の新規性を

阻害する可能性があるので､今後出てくるサービスとの関連も併せて検討すべきD 

4. カバー率の算出には､携帯電話用サービスの要件から､世帯カバー率ではなく人口カ

バー率や屋内カバー率についても検討すべき. 

5. ハー ド事業者が複数の場合､政府がエ 1)アカバー率を定義するのではなく､市場競争

によりエリア拡充を促進すべき｡ 

6.SFNに課題があるからと言って直ちに MFNにするというのは短絡的Dすべての事業

者が回答したように､各種技術的対応によって SFNは可能である｡ 

7.SFNが実現できない可能性を懇談会が先に想定して､予め条件を緩く設定することは､

周波数の有効利用と技術の発展を妨げ､不適切｡ 

8. 技術やコンテンツの活用は民間事業者の自由な選択に任されるべきで､NHX以外の事

業者が持つ優れた技術やコンテンツ等の活用にも期待0 

9. 地方ブロック向け放送と全国向け放送で同一の技術方式を採用すべきという考え方は､ 

vHIGH帯における技術方式の選択に不必要な制約を課し､不適切｡そもそも両帯域

を同一カバーするチップは存在せず､両帯域対応の受信機を開発しても､日本のみの

仕様となり､海外市場への進出の観点からは得策でない. 

10.ワンチップ化によりロイヤルテ ィ負担等が高 くなるとい う記述は､少なくとも 

MediaFLOについては､不正確かつミスリーディングである｡むしろワンチップ化は



端末のマーケットを海外に広げ､スケールメリットにより製造費用の低下を招くとも

考えられる｡ 

ll.各技術方式の間に著しい差異がないというのは誤り｡少なくとも､ (∋ISDB･ Tmmはま

だ実用化段階にないが MediaFLOや DVB･Eは商用化されている｡② MediaFLOはワ

ンセグの倍の画像品質 (フレーム数)で約 1 .7倍のチャンネル数 (番組数)を擁す

る｡ 

12.事業者による新サービス､端末開発のリー ドタイムの確保のために､サービス提供事

業者の確定は､可能な限りスケジュールを前倒ししていただきたい｡

以上



頁 行 意見の対象となる該当箇所 意 見 

6-7頁 6頁 :30-31行 第1章 検討の基本的視点 マルチメディア放送が各国で開始されている状況に .つ

7貢 : 1-12行 2 基本的考え方 いて､事業展開が順調でない理由の一つに｢チャネル弓 放

(3)諸外国の動向 が少ないこと｣が挙げられているが､これは技術的に放 ∃送

ア 導入状況 可能なチャンネル数ではなくて､実際に放送されているチ

マルチメディア放送は .2005年に韓国で開始されて以降､イギリ 趣iヤンネル数 (番組数 )のことではないか .そうであれば . 

ス (注 l )､ドイツ､イタリア､フィンランド .米国等で開始され .フランス 旨の明確化のため､｢チャンネル数｣を｢放送されているチ

等においても準備が進んでいる C ヤンネル数 (番組数 )｣と明記すべきである ○技術的 [ =放 j送

これらの国では､マルチメディア放送は専用の周波数帯域を用意 'adL可能なチャンネル数については､少なくとも Me FLOに

して行われており (注2)､韓国を除き､携帯電話の 3Gネットワークに ついては最大 22チャンネルを確保することが可能であり



別紙

アブ 

しく

向上 同上 同上 最後の文 (｢-.指摘されている ○｣)の後に､以下を加

されたい ○

｢ワンセグ放送は､テレビジョン放送として放映中の番

をそのまま放映してきたのでチャンネル数が少ないこと

これまで問題とならなかったが .逆に新たなサ -ビスと

てのマルチメディア放送と l事呼べないという問題がある 

今後独自放送が開始される場合は､他方式の場合と同

様､チャンネル数 (章租赦 )の少なさが問題となる可能

がある ○｣

組

性

筆

は

し

○

7頁 14-19行 第 1葺 検討の基本的視点

2 基本的考え方

(3) 諸外国の動向

イ 制度丑備

フランス､ドイツ .韓国等では､マルチメディア放送について､基

的 I =地上放送 l土準じた形で制産を整備しており､サービスエリア

地上テレビジョン放送と同様にしているほか ,外資規制､マスメデ

ア集中排除原則､手相規律等を設けるなど､ r放送｣としての制度

借を囲っている ○また､フランス､ドイツにおいては免許の際にそ

放送についての一定の普及義務を課している ○

本

を

イ

整

の

欧州七は､カバ -串についてはペスト .エフォート .

ローチをとつているため､フランス .ドイツではサービスエ

アを地上放送に準じた形で整備しているというのは正 .

ない .よって ,本部文を以下のように修正されたい .

｢フランス､ドイツ､韓国等では .マルチメディア放送に

いて､基本的に地上放送に準じた形で制度を整備して

るほか､外資規制､マスメディア集中排除原則､番組規

等を設けるなど､ r放送｣としての制度菜借を囲っている 

また .フランス .ドイツにおいては免許の際にその放送

ついての一定の普及義務を課しており､韓国ではサー

つ

い

律

に

ビ

リ 

○



7頁:28-32行 

B責 1-4行

第 1章 検討の基本的視点 

2基本的考え方 

(3)諸外国の動向

エ その他

マルチメディア放送の技術方式については､これに関連する国等

による世界レベルでの戦略的な普及活動が行われている.

例えば.DV日-H方式については､欧州 (EU)が域内におけるモ

バイルテレビの推奨規格とし(2008年 3月)､地上デジタルテレビジョ

ン放送の技術方式であるDVB一丁方式とともに､世界的な普及を図

っている｡また､T-DMB方式については､韓国が､欧州やアジア

において積極的な活動を展開し､既にドイツ等で採用されている 

(注)｡ 

(注)我が国においても､ISDBIT方式を諸外国に普及させるた

めの活動を南米やアジアを中心に展開しており､既にブラジルで採

用されている.

1 両 jiL 

(注) I 【において､｢SDトT方式を諸外国に普及させるた

めの活動｣とは,JSDBイ (ワンセグ)の普及のことなのか､ 

ISDB-TsbやISDB十 mmを含めて普及活動を行っていると

いう趣旨なのかが分かりにくい｡ IDB丁(よって､｢S 一 ワンセ

ケ)方式を諸外国に普及させるための活動｣と明記された

い.



- - - - -- -

第2章 実現する放送

新たな放送をどのような放送として制度化するかについては､

様々な選択肢があるが､第 1章で見てきたとおり､

一 新たな放送が開始される 2011年頃におけるメディア環境､

一 諸外国における携帯端末向け放送等に関する動向､

一 国民のニーズや関係する事業者の考え方

を十分に踏まえることが必要である｡

こうした過程で､ますは､次の視点を的確に反映させることが重要

ではないかと考え､検討の方向性を定めた｡

･2011年頃において国定受信を前提とする｢放送｣の数は相当程度

確保されており､移動受信を前提とする携帯端末に向けた｢放送｣の

充実が要請されること

･この扶帯端末としては､実際には携帯電話端末が有力視されるこ

とや､既に携帯電話端末向けに行われている情報配信サービスと

関連したサービスとなることを前提とすること 

[亘:亘]

ページなかほどの二つ目のプレットにおける､｢既に携

帯電青書端末向けに行われている情報配信サービスと関連

したサービスとなることを前提とすること｣は.意味が暖味

で新規事業者に対する委細効果を持つ可能性があるだけ

でなく､厳格に要求すると新たな事業の新規性を阻害する

可能性がある｡よって､｢既に携帯電話端末向けに行われ

ている情報配信サービス｣をr既存の.または新たな革新

的な携帯電話端末向け情報配信サービス｣と修正された

い｡



16頁 16-31行 

17頁 :1-2行

第 3章 周波数の割当て 

1サービスエリアにおける世帯カバー率

マルチメディア放送は､国民の携帯端末向けの新たな情報ニーズ

に応える放送であるため､基本的には､サービスエリアであまねく受

信できるようにすることが望ましい｡このことは､｢放送が国民に最大

限に普及されて,その効用をもたらすことを保障すること｣ (放送法第 

1条)という現行制度を前提として､｢放送用｣に周波数が割り当てら

れた趣旨にも資すると考えられる｡

他方､こうした要請を制度上確保することは､事業の円滑な立ち上

げの支障にもなりかねないことから､本堤談会では｢全国向け放送｣

への参入を検討している事業者 (マルチメディア放送企画 LLC含同

会社､メディアフE l-ジャパン企画株式会社及びモバイルメディァ企

画株式会社)からヒアリングを行い､この点についての検討を進め

た.ヒアリングの結果は.いずれの事業者においても､事業開始の 5

年後の段牌で､ r現在の FMラジオの世帯か く-辛(約 90%)と同等

以上のカバー率を確保できる｣旨のものであった｡

これらを総合的に勘案すれば.マルチメディア放送については､従

来の地上放送と同様に(注 1)､より多くの国民にサービスが提供さ

れるよう､当該放送を行う事業者には､サービスエリアにおいて｢あ

まねく受信｣できるように努めることを求めることが適当である｡こラ

した努力義務に加え､ r開始 5年後に 90%以上の世帯カバー率を実

現すること｣を､例えば､事業参入の際の条件にすること等により制

度的に確保することも考えられる(注2)｡ 

.j 底

末尾｢ =･確保することも考えられる｣の後に､以下を加

筆されたい｡

｢また､カバー率の算出には､世帯カバー率ではなく人

口カバー率を用いることも検討すべきである｡さらに､マル

チメディア放送は通信機能との連携が強い放送サービス

となると見込まれるため､屋内環境で受信可能でないと十

分に機能が発揮できない｡よって屋内カバー率について

も､一定のカバ一率の実現を事業参入の条件とすることも

検討すべきである｡



岡上 同上 

[二直垂]

ハード参入事業者数が 1社限定であれば.サービス普

及の観点から､制度上における､あまねく受信や全由 

90%以上のエリアカバーの定蕪が必要であると考える

が､ハード事業者が複数社であれば､市場競争において

のエリア拡充を促進することが望ましい｡よって､本項末

尾に､上音己コメント 7の追加の後に､さらに以下を追加され

たい｡ 

rなお､ハード参入事業者数が 1社限定であれば､サー

ビス普及の観点から､制度上における､あまねく受信や全

国 90%以上のエリアカバーの定義が必要であると考える

が､ハード事業者が複数社であれば､市塙競争において

のエリア拡充を促進することが望ましい.現に携帯事業者

間では､厭客満足度向上の一環でエリア拡充を実現して

いる実績がある 01. z .GH 帯の特定基地局の7GH や 25 z

免許割当要件と同一の条件とすべきである｡｣



第8章 周波数の割当て 

2 割当て周波数の検討 

(1)複数のチャンネルの割当ての要否

ア ネットワークの構築方法 

(注2)SFN(igeFequnyNtwokとは､Snl r ec e r) 隣接するサービス

エリアを単-のチャンネル(周波数)で力バ-するネットワークをい

う｡マルチメディア放送の放送ネットワークの構築について､周波数

を有効に利用にするためには .SFNとすることが効果的である｡SF 

Nは､マルチパス(遅延波)による妨害に強い OFDM変調方式を用

いることにより､隣接する放送局間で､チャンネルを同一にして.放

送ネットワークを構築することを可能にする｡サービスエリアにおけ

るすべての放送局について SFNによる放送ネットワークを構築でき

れば.そのサービスエリアにおける放送は､単一チャンネルで可能と

なる｡

しかし､SFNによっても､ガードインターバル(マルチパスの発生

による混信を防ぐためにデータを伝送する際に信号に付ける冗長部

分)の許容値を超えるマルチパスが発生する場合は､混信が発生す

ることから.当該混信をするエリアを放送エリア(放送が受信できる

エリア)とするためには､追加のチャンネルを含めたネットワーク( M 

FN(MutpaF8u'C ewok放送エI アを複数のチャンネルでli) rqEnyNt r: J

カバーするネットワーク)を構築する必要がある｡

後半の｢しかし､S FNによっても､ .-構築する必要があ

る｡｣は､懇談会で得られた結論と異なる｡懇談会は､各事

業者が sFNを用いて全国放送を行うことが可能であるとし

て終了している｡SF N に課題があるからと言って直ちに 

MFN にするというのは短絡的であり､事業者からの回答

のように､各種技術的対応によって SFNは可能である｡よ

ってこの箇所を削除されたい｡



第3葺 周波数の割当て

2 割当て周波数の検討 

(1)複数のチャンネルの割当ての要香

イ ｢全国向け放送｣の扱い

このため､｢全国向け放送｣については､SFNを用いて単一のチャ

ンネルのみを用いる方法により置局を行うことを前提として､周波数

帯域幅を割り当てることが適当である(注)｡

ただし､今後､前述の世帯カバー率を確保するために複数のチャ

ンネルが必要であることが明らかとなった場合には,各事業者に割

り当てられた周波数帯域幅を分割してその世帯カバー串を確保する

ことや､免許を取り消す等の措置を講じざるを得ないが､こうした事

態にもある程度は柔軟に対処できるよう､事業者への周波数割当て

は一定確度の余裕を見越して行うことが適当である｡ 

第2章 制度の在り方 

2 参入規律 

(1)参入の枠組み(いわゆるハードとソフト )

ア ソフト事業 

(イ)｢全国向け放送｣のソフト事業者の故 

r全国向け放送｣においては.｢映像･音響･ TJ-タといった放送の

形態｣ rリアルタイム･ダウン口-ドといった放送の態様｣｢報道.スポ

ーツ､音楽といった放送番細の内容｣等が想定されており､こうした

多様で多チャンネルの放送を安定的な事業運営を確保しつつ行うた

｣ ｣ めには､Iのソフト事業者に対し､まとまった周波数帯域碑を割t )当

⊂亘二重コ

最後の段落の後半｢=･こうした事態にもある程度は柔

軟に対処できるよう､事業者への周波数割当ては一定程

度の余裕を見越して行うことが適当である｡｣は､不適切

である｡各事業者が sFNによる全国向け放送の構築が可

能であると憩' Lh会に対して回答しているにも関わらず､ g

sFNを事業者が実現できない可能性を政府が先に想定し

て､予め条件をr-定確度の余裕を見こして. L緩く設定する

ことは､周波数の有効利用及び事業者の技術本位の選

別､さらにその結果生じる競争環境の促進を妨げることに

なり､不適切である｡よって､この部分の後半を削除し ,早

に｢=･免許を取り消す等の措置を講じる｡｣と修正された

い｡

｢1のソフト事業者に対し､まとまった周波数帯域幅を割

り当てることが求められる｡｣という文とr複数のソフト事業

者 (例えば2 -4事業者程度)を前提とすることが適当であ

る｡｣という文は､ソフト事業者の数が一つなのか複数なの

か文意が読み取りにくく､一般人にとっては誤解を生じる

可能性がある｡総務省放送政策課に問い合わせたとこ

ろ､｢1のソフト事業者｣とは｢2′-4つあるうちの 1つ1つ｣と

いう意味であるということであるので. (法的には正しい標

記であるとしても)文意を明確化するために､｢1つ1つの

ソフト事業者に対し .HJと修正されたいO



て 求められ (注)oこのため､｢全国向け放送Jに用いる∨-川GHの周波数帯域幅14.5MHzであ からすれば､こうしたことを踏まえつつ､放送の元性､まとまっ 周波数帯域幅を有するソフト事業者間の競争環等を確保するたために､複数のソフト事業者(例えば 2-4事業者度)を前提とするるここととが適当である○なお､具体的なソフト事業者の数については､今後更に検討をめるるここととがが適当であるる○ が多境程進

30-31頁 SO責 :26-36

31頁 :1行 

行 第4章 制度の在り方

2 参入規律

(1)参入の枠租み(いわゆるハードとソフト)

エ NHKのノウハウ等の活用

マルチメディア放送は､これから市場を立ち上げる新たな放送

あL)､技術的にも新規性が強いものである○この1=め､その普及.

展を図るためには､魅力あるコンテンツの確保や置局を含む技術

な対応が重要となる.こうした点で､NHKが有するコンテンツや技

面等のノウハウを活用することも考えられる○

具体的には､地域情報の伝達手段としての役割も担う｢地方プロ

ク向け放送｣について､コンテンツ流通促進､災害情報の確保､技

で

栄

的

術

ツ

術

どのような技術やコンテンツを活用するかは.事業を

う民間事業者の自由な選択に任されるべきであり､N 

以外にも､すぐれた技術やコンテンツを持つ事業者のノ

ハウ等の活用が期待される○よって本項の末尾に以下

追加されたい.

｢なお､どのような技術やコンテンツを活用するかは､

本的には事業を行う民間事業者の自由な選択に任され

べきことであることから､NHKのノウハウ等の活用の促

に際しては,このような事業者の自由が害されないよう

留意することが必要である○また同時に､NHKだけでな

すぐれた技術やコンテンツを持つ NHK以外の事業者の

行 

ウ

を

る

進

に

く

技

HK 

基

､



⊂亘二重]

より主体的な取組を行うことについては､NHKの放送メディア全体

いて十分に検討を行うことが必要である. 

全国向け放送と地方ブロック向け放送に同一の技術方

3 事業規律 式を用いることを要求することは､∨-HIGH 帯で行われる

(2)番組関係以外 全国向け放送の技術方式の選択に不必要な制約を課す

エ 端末の普及の施策 ことになり､不適切である｡また､事業者の選定にあたり

新たな放送であるマルチメディア放送が広く普及し､発 受信端末の普及のための施策を審査項目とすることは､

ためには､対応する受信端末の普及が不可欠である○マ 端末の普及のためには全国向け放送と地方ブロック向け

ア放送が｢携帯端末向け｣であることを踏まえれば､特にL 放送に同一の技術方式を用いるべきとの捷吾と併せ読む

普及している携帯電話端末r =受信機能が付加されることメ と､｢地方ブロック向け放送で採用された技術方式を全国

され､このほかにも､カーナビ､PHS等の様々な情報端弄 向け放送でも採用すべき｣という結論になるように読め､

能が付加されたり､専用の受信端末が普及することが期桶 技術の選択の幅を不当に狭めることから不適切である｡さ

こうした｢端末の普及｣を実現するための手段としては.刀 らに.そもそも V-LOW帯と V一川GH帯を同一カバーするチ

への参入を希望している事業者の選定に当たり､受信蛸 ップは存在しない｡このような状況下で両帯域対応の受信

のための施策を審査項目とする等.事業者による取離を廿 機を開発しても､日本のみの仕様となり､海外市場-の進

ような仕組みを検討することも考えられる○ 出の観点からは得策でない｡日本のみの仕様となった場

また､受信端末は一般に技術方式によって異なるものとフ 合､端末の価格低下は加速すると思えず､その負担は視

ら､マルチメディア放送の受借端末の普及のためには､｢

よって.｢こうした『端末の普及』を実現するための｣から 

及びそれらの間で､同一の技術方式を用いることが効果的と考えら r効果的と考えられる Jまでの二つの段落は削除された

れる｡ い｡ 
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40頁:23-29行 第3葺 技術方式の在り方 事実関係の補足(※)のため､本箇所の末尾に､以下を

41頁･1-5行 1 基本的考え方 追 加されたい .(※ 参 照 

eTV

llC

libo

Counc

f MorM ktareJ ht5382(

lOSoncruspn.

(2)諸外国の状況 gte! matnehh iennt trengS

-

諸外国の状況をみると､すべての国が一つの技術方式を国内規

格としているものではないが､複数の技術方式により放送が提供さ

TRAN OR COMMUN ATONI
C
I
T.
P
S

d3D 200bovem eran

SANDENERGYC

becemerme gB E,22 3Nuss)

れている例は少ない｡

米国､イギリスでは､マルチメディア放送の技術方式について､国 ｢なお欧州連合(

2-

E

lsr
in
te

U)の委員会では 2007年 12月､技術

内規格を定めていない｡こうした中で､米国では､現在M8diaFLO 中立性と競争原理を尊重し､域内で強制的な方式統一を

方式のみでサ-ビスが提供されており,イギリスでは,一時期DAB 行わないという結論が出されている｡.｣ 

1P方式で提供されていたが.現在は提供されていない｡

フランス､韓国では.マルチメディア放送の技術方式について､1

の国内規格を定めている｡フランスではDVB-H方式が､韓国では 

T-DMB方式が国内規格とされている｡

また.ドイツでは.現在T-DMB方式により放送が行われている

が､近くDVB-H方式によっても放送が行われる予定とされている 

(漢).このDVB-H方式は､当該周波数帯域において唯一の国内

規格とされている｡ 

-

liounc

)7



41頁 :12-36行

42真 :1-3行

第5章 技術方式の在り方 

1基本的考え方 

(3) 国内規格の統一の要否

マルチメディア放送の技術方式の在り方については､次の二つの

考え方がある｡ 

① 1の国内規格を決定することで､｢全国向け放送｣､｢地方ブロック

向け放送｣､双方の間を問わず､一つの受信端末ですべての事業者

の放送を受信できるようにする(注 1)｡これが実現することにより .

受信端末の低廉化や普及等を通じた利用者利益の確保に資する 

(注2)｡

② 複数の国内規格を決定することで.事業者が複数の技術方式の

中から最適と考えるものを自由に選択可能とする(複数の技術方式

が併存することも可能とする｡)｡これが実現することにより､事業者

間の競争を通じた利用者利益の確保に資する(注3)｡ 

(注 1)前述のとおり(第3章の 2(3))､現時点では､携帯電話端末

に｢地方ブロック向け放送｣用に割り当てる∨ -LOWに対応するアン

テナを内蔵することは困難とされているため､｢全国向け放送｣と｢地

方ブロック向け放送｣を一つの携帯電話端末で受信できるようにする

ことは難しいが.車載型受信端末等については可能であると見込ま

れる. 

(注2)こうした考え方に対し,放送に用いられる技術方式が棟数で

あっても､それらのすべてに対応した受信端末があれば同等の効 果

が得られるとの考え方 もあるが､ロイヤルティ(特許権等の使用料) 

⊂亘画 

(注2)｢こうした考え方に対し､日･ロイヤルティ(特許の使

用料)負担等により費用は高くなる.｣という記述は､少なく

とも ModaL その搭載によりE イヤリティ負iFOについては､ ]

担が生じるように読め,不正確かつミスリーディングであ

る｡この点はヒアリングを受けたクアルコム社より再三に

わたり強調して懇談会に説明が行われている｡

また､ワンチップ化は端末のマーケットを国内のみから

世界へと広げることを可能とし､生産工程のスケールメリ

ットによりむしろ製造糞用の低下を招くとも考えられる｡よ

って正確を期すため､以下のように修正されたい｡ 

rH･ロイヤルティ(特許権等の使用料)負担等により費

用は高くなるという見方もある(ただし ModiaFLOについ

ては､これを搭載することによる追加のロイヤルティ負担

はない)｡一方 .ワンチップ化は市場を世界に広げることに

より､生産工程のスケールメリットによる価格低下につな

がるとの見方もある｡｣ 

し_ _ _ _ _
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Lす 軒1

負担等により乗用は高くなる｡

この点について､本懇談会において､関係者にヒアリングをしたとこ

ろ､次の意見があった｡

･一般に技術方式ごとに必要となるチップ(パッケージ化された半導

体)について､1のチップにより複数の技術方式に対応できるチップ 

(いわゆるワンチップ化)が実現したとしても､ロイヤルティ負担が必

要であることは変わりがないほか､ 

- アプリケーションソフト等､共通化できない部分の開発が必要と

なる

一 試験確認作業に二重の手間を要する

･一般論としては､複数の技術方式が併存することは望ましいこと

ではない､

･(複数の技術方式の受信機能を搭載することについて)複数サー

ビスに対応するためのアプリケーション開発工数､それl =伴う試験

工数等々の負担増を考えると､端末のコストインパクトは極めて大き

い､ 

13
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同上 同上 同上 (注2)の一つめ フレットr-旭に技術方式ごとなる-.ロイヤルティ負担が必要であることは変わりがいほか､｣と 部分は､あ かもワンチップ化を行うとのため 何らかののロイヤルティ負担が生じ ようにに読め不正確か ミスリーディングであ .正確を期 ため ..末を以下のよううに修正されたたい○｢-.(いわゆるワプ化)が実現したとしても､各技術方式 対応すするロイルティ負担が必要であることは変わ がない (ただしMeaFLOにに つつ いいては .これを搭載するる とにによるる追加のロヤルティ負担はない)ほか .｣なお､ここの点はヒアリンング受けたクアルコム社より再三にわた りり強調して懇談会に明が行われている○ そヤ説な.イを

42頁 4-18行 第5章 技術方式の在り方 

1基本的考え方

(3)国内規格の統TP)安否

(注3)こうした考え方に対し､技術方式の間に著しい差異がない

すれば､放送事業者の技術方式の選択を優先させる意義は少な

という意見もある○

なお､r枚数の技術方式が用いられる｣のは,ハード事業者が棟

の場合 rこ限られるDまた.本態歌会において､関係者にヒアリング

したところ､

･我が国のlCT分野における国際競争力向上のためには､日本

と

い

数 

を

国

(注8)｢こうした考え方に対し､技術方式の間に著しい

臭がないとすれば -.という意見もある○｣という記述は

確かにそのような意見が 1名の雪見より表明されたこと

事実であるが､技術方式の間には実際に親著な差があ

という意味で､その意見の内容が誤りである○技術方式

の差は様々であるが .もっとも大きな点は以下の二つ : 

JPDB-T系のマルチメディア放送技術であるISD8-Trml

まだ実用化段階 r=ない一方 .M○diaFLOやDVB-Hは

に商用化されているoこの発展段階の時間的差異が埋

る積極的理由は現在特になく､tSDB-Tmm が商用化

差 

は 

る

間

既

ま

さ 

､ 

必要と文diチッ

①

は
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望ましいので､ 1の技術方式に絞り込む必要はない､

･提供されるサービスに最も適した方式を複数技術方式の中から

自由に選択できることが重要である､

との意見もあった.

可能性が高い｡この意味で､｢ eiFO/VBH｣現在の M daL D -

と｢将来商用化されたあかつきの tSDB-Tmm｣を同列に

比較するのはおかしいq (aワンセグは毎秒 15フレームの

画質で 13チャンネルだが､ daLMejFO は毎秒最大 30フレ

ームと､倍の画質で､22チャンネル(番組)を擁することが

可能である(ワンセケと同様の ISDB-Tmm は､未開発で

あるためチャンネル数不明)｡よって､(注4)として､以下

を追加されたい｡ 

(注4)一方､以下のような理由から技術方式間の差は大

きいとの考え方もある｡ ( = iFO､か商用段階( ある MBdaL

DVBHと異なり IDBT ､- S -mm は実用段階にすらなく発展


スピードの時間的差異が大きい､ (aチャンネル数について


は､lSDB一丁(ワンセグ)は毎秒 15フレームの画質で 13


チャンネルであるところ､M8 diaFLOは毎秒最大 30フレ


ームと､倍の画質であリながらチャンネル数も 22チャンネ


ルと約 1.7倍の番組数を確保することが可能である｡




42頁 :29-35行 

43頁 : 1-17行

第5章 技術方式の在り方 

1 基本的考え方 

(3)国内規格の統一の要否

イ r全国向け放送｣について

｢全国向け放送｣についても､劉 冨端末の昔及の確保の観点から

は､同一の技術方式が用いられることが望ましい｡

しかし､｢全国向け放送｣は,

･上記 (1)のように､これまでの放送とは異なる新たな放送として制

度化しようとするものであり､携帯電話端末が主たる受信端末と位

置づけられる等の特別な事情を有していること､

･仮に､事業者ごとに異なる技術方式で放送されても､サービスエリ

アは｢全国｣であるため､1の受信端末で受信できるサービスエリア

は制約されないこと (｢地方ブロック向け放送｣とは異なる)､

という側面がある｡

こうしたことを勘案すると､｢全国向け放送｣について､事業者から

棟数の技術方式の規格化について希望が出された場合には､個々

の技術方式に関する利用者負担への影響が免許審査等の段階で

十分に勘案されることを前提に､様々なリスクを勘案した上で事業を

行おうとする事業者の選択の幅を拡大する観点から､基本的にはそ

れらのすべての技術方式を国内規格とすることを検討することが適

当である｡

他方､現在検討対象となっている技術方式 (注)については､基本

的に技術的な優劣はなく .これにより実現できる放送に差はないと 

L別面1 

4つ日の段落｢他方､現在検討対象となっている技術方

式については､基本的に技術的な使先はなく､これにより

実現できる放送に差はないと考えられ｣という記述は誤り

である｡技術方式間の差は様々であるが.もっとも大きな

点は以下の二つ :Q)lSDB-T系のマルチメディア放送技術

である ID -m dS BT m はまだ実用化段階にない一方､Mo 

l'FO やDVB-Hは既に商用化されている｡この発展段aL

階の時間的差異が埋まる稚極的理由は現在特になく､ IS 

DB-Tnl daLm が商用化された段階では､M8 iFO や 

DVB-Hはさらに進化している可能性が高い｡この意味で､

｢現在の M8iFO/ - と｢daL DVDHJ 将来商用化されたあかつ

きの ISDB-Tnln｣を同列に比較するのはおかしい｡②ワ

ンセクは毎秒 15フレームの画質で 13チャンネルだが､ 

MeiFO は毎秒最大 30フレームと､daL 倍の画質で､22チ

ャンネル (番組)を擁することが可能である(ワンセグと同

様の lSDB-Tmm は､未開発であるためチャンネル数不

明)｡さらに､携帯端末向けマルチメディア放送の分野は

技術革新が非常に早く､これが商用化される 2011年の技

術状況を現時点で予測することはそもそも時期尚早であ

る｡よって.同部分を削除し､同段落を以下のように変更さ

れたい｡｢他方.上音己( 2)のとおり､諸外国でも基本的に複

数方式を番人している例は少ない等の事情もある｡｣ 
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考えられ､上記 (2)のとおり､諸外国でも基本的に複数方式を導

している例は少ない等の事情もある○

こうしたことからすれば､複数の技術方式が国内規格とされた

合でも､受信端末の一層の普及による利用者利益の確保を考え

ば､今後のいずれかの段膳で技術方式が統一されることが望まし

と考えられることから､事業者においては､こうした点についての

面的かつ十分な検討が求められる○ 

(注)lSDB-T系､DVB-H､T-DMB及びMed7aFLO

入

塙

れ

い

多

同上 同上 同上 - r現在検討対象となって る技術方式｣ 例として注)において､【SDB一丁｢系｣となって る ののは､fSD((ワンセグ)､JSD8-TSbJSD8-Trnmのいいずれを指すのが不明である○よって､(注) おいては､検討対象となっている技術名称を具体的 にに記述された いい｡ かの､

46頁 3-11行 第 6章 今後のスケジユ-ル

1 全体

2011年 7月以降､速やかにマルチメディア放送が開始できるよう

総務省及び関係者においては､本報告寺の提言を躍まえ､直ちに

制度面.技術面の双方に係る具体的な検討を開始することが求め

れる○

この検討については､

① 2009年中に､事業者の参入のための条件整備を行うこと､ 

､

､

ら

懇談会における事業者のヒアリングでは､遅くともサ

ビス開始の2年前には､サ-ビス提供事業者､サービス

容､技術方式等が全て決定されていることを希望する

の意見が提出されている｡端末メーカーにおける端末

発のリードタイムを確保するために､サービスを提供す

事業者の確定を 2010年半ばとするのではなく､可能な

リスケジュールを前倒ししていただきたい○ 

ー 

内 

旨

開

る

限

B一丁 

17
 



1別紙l

受信端末の開発･製造等の対応､送信設備の設置をはじめとする熊

線局の工事等の期間を確保すること(注) ,

が必要であると考えられる. 
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